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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成21年６月29日付で、第61期（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）の有価証券報告書を提出いたしました

が、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。

２【訂正事項】
第一部　企業情報
第５　経理の状況
１　財務諸表等
（１）財務諸表
　　（重要な会計方針）
　　（リース取引関係）

３【訂正箇所】
訂正箇所は　を付して表示しております。

第一部【企業情報】
第５【経理の状況】
１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
（重要な会計方針）

　（訂正前）

項目
前事業年度

（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）
当事業年度

（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）
３．固定資産の減価
償
却の方法

（１）有形固定資産
＜中略＞

（会計方針の変更）
　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成
19年４月１日以降に取得した有形固定資産に
ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の
方法に変更しております。
　これにより営業損失は4,968千円増加し、経常
利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4,968千
円減少しております。
（追加情報）
法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以
前に取得した資産については、改正前の法人税
法に基づく減価償却の方法の適用により取得
価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度
より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差
額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に
含めて計上しております。
これにより営業損失は5,040千円増加し、経
常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ5,040
千円減少しております。

＜後略＞

（１）有形固定資産（リース資産を除く）
＜中略＞

（追加情報）
機械及び装置については、従来、耐用年数を
４～６年としておりましたが、当事業年度より
５～17年に変更しております。これは、平成20
年度の税制改正を契機に耐用年数を見直した
ことによるものであります。
これにより、当事業年度の営業損失及び経常
損失はそれぞれ3,915千円減少し、税引前当期
純利益は3,915千円増加しております。

＜後略＞
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　（訂正後）

項目
前事業年度

（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）
当事業年度

（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）
３．固定資産の減価
償
却の方法

（１）有形固定資産
＜中略＞

（会計方針の変更）
　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成
19年４月１日以降に取得した有形固定資産に
ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の
方法に変更しております。
　これにより営業損失は4,968千円増加し、経常
利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4,968千
円減少しております。
（追加情報）
法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以
前に取得した資産については、改正前の法人税
法に基づく減価償却の方法の適用により取得
価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度
より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差
額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に
含めて計上しております。
これにより営業損失は5,040千円増加し、経
常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ5,040
千円減少しております。

＜後略＞

（１）有形固定資産（リース資産を除く）
＜中略＞

（追加情報）
機械及び装置については、従来、耐用年数を
４～６年としておりましたが、当事業年度より
５～17年に変更しております。これは、平成20
年度の税制改正を契機に耐用年数を見直した
ことによるものであります。
これにより、当事業年度の営業損失及び経常
損失はそれぞれ3,915千円減少し、税引前当期
純利益は3,915千円増加しております。
（中間・年度の首尾一貫性）
上記のとおり、機械及び装置の耐用年数につ
いては、当事業年度より５～17年に変更してお
りますが、当該変更は、当事業年度下期におい
て行っております。これは、機械及び装置の耐
用年数について、平成20年度の税制改正を踏ま
えて当事業年度下期に再検討した結果、耐用年
数を見直すこととしたためであります。
なお、当中間会計期間は変更後の耐用年数に
よった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税
引前中間純利益がそれぞれ1,133千円少なく計
上されております。

＜後略＞
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（リース取引関係）

　（訂正前）
前事業年度

（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）
当事業年度

（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主側）
（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
＜後略＞

ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①　リース資産の内容

――――
＜後略＞

　（訂正後）
前事業年度

（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）
当事業年度

（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主側）
（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
＜後略＞

ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①　リース資産の内容
　　該当事項はありません。

＜後略＞
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